
令和３年５月１４日 

 

保護者の皆様へ 

 

春日井市立鷹来小学校長 

内匠 育代 

 

学習端末（chromebook）のご家庭への持ち帰りについて 

 

新緑の候、保護者の皆様方におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は本校

の教育活動にご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、春日井市では全校児童分の学習端末（chromebook）が貸与され、日頃の授業や学校行事で

活用し始めているところです。一方で、新型コロナウイルスの新規感染者数の急激な増加を踏まえ、

今後はあらゆる対策を講じながら学校教育活動を継続し、児童の学びを保障していくことが必要と

なってきます。つきましては、標記の件について下記の通り進めていきたいと考えておりますので、

保護者の皆様にご理解・ご協力をお願いする次第です。 

 

 

記 

 

 

１．別紙「学習端末のご家庭への持ち帰りに関するお願い」に必要事項を記入し、５月１９日（水）

までに担任へご提出ください。ご提出いただけない場合、持ち帰りができません。 

 

２． 持ち帰ったら、裏面の手順に従ってご家庭の無線 LAN（wi-fi）に接続してください。 

 

３． 担任から学習端末を通して簡単な質問を提示させていただきますので、お子様に回答させ

てください。５月２１日（金）～５月２３日（日）の期間に実施してください。 

   

４．  ５月２４日（月）に学習端末を持って登校させてください。 

 

※ ご家庭では、別紙で示されたルールに従って利用させてください。 

※ 学習行動履歴データ「学習ログ」に学習端末からアクセスした記録が全て管理されています。 

 

 

問い合わせ先 ８１－３００１（伊藤） 

 

 

 


